
検察庁法に違反する定年延長をした閣議決定に抗議し、撤回を求める会長声明 

安倍内閣は、本年１月３１日の閣議決定で、２月７日に迫った黒川弘務東京高等検察庁検事長

の定年を半年間延長した。検察官の定年が延長されたのは、１９４７年に検察庁法が制定されて

以降初めてのことである。

政府は、本年通常国会において、検察官には国家公務員法８１条の２の定年の規定が適用され

ないが、同法８１条の３による勤務延長の規定は適用されるとして、上記閣議決定は適法である

旨答弁した。さらに、本年２月１３日の衆議院本会議では、これまでの公権解釈では検察官は定

年延長ができないとされてきたことを認めたうえで、法解釈を変更したと主張した。

しかしながら、かかる法解釈が認められる余地は無く、今回の定年延長の閣議決定は検察庁法

に違反する。

第一に、検察庁法２２条は、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は

年齢が六十三年に達した時に退官する。」と明記しており、定年による退職の特例を一切設けて

いない。この点については、１９４７年の帝国議会貴族院で検察庁法が審議された際、定年の延

長制度についても議論になったが、政府が検察官には定年に例外を認める弾力的な制度とはしな

い旨の答弁を行ったうえで、現在の定年制度が定められ、実際も例外なく運用されてきた。

第二に、定年及び定年延長を導入する国家公務員法改正案が審議された１９８１年の衆議院内

閣委員会でも、人事院事務総局任用局長（当時）が、検察官には国家公務員法の定年及び定年延

長の規定は適用されない旨を答弁している。

第三に、本年通常国会における衆議院予算委員会の２月１２日審議でも、人事院事務総局給与

局長は、上記の答弁をそのまま援用したうえで、「（現在まで）同じ解釈を引き継いでいる」と答

弁している。

以上の経過を見れば、特別法たる検察庁法で延長の例外のない定年制度を設け、後に一般法た

る国家公務員法の改正で定年年齢や定年延長等の定年制度を設けた際に、検察官にはこれを適用

せず、特別法たる検察庁法の定年制度のみを適用することとしたことは明らかである。

検察官は公益の代表者として厳正な刑事手続を執り行う立場にある。内閣が違法な定年延長に

よって検察の人事に干渉することを許せば、政権からの独立を侵し、その職責を果たすことがで

きるのかについて重大な疑念が生じることとなる。

当会は、三権分立を定める日本国憲法のもとで、法治主義国家として、行政は国会が定めた法

律に基づいて行われるべきものであることに照らし、法を蹂躙した今回の閣議決定に断固として

抗議し、撤回を求めるものである。
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